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令和７年９月清須市議会定例会会議録 

 

 令和７年９月１日、令和７年９月清須市議会定例会は、清須市議会仮設議事堂（清須市五条川

防災センター）に招集された。 

１．開会時間 

   午前９時３０分 

 

２．出席議員 

   １番  伊 藤 奈 美         ２番  浅 妻 奈々子 

   ３番  齊 藤 紗綾香         ４番  土 本 千亜紀 

   ５番  松 岡 繁 知         ６番  山 内 徳 彦 

   ７番  冨 田 雄 二         ８番  松 川 秀 康 

   ９番  大 塚 祥 之        １０番  小 﨑 進 一 

  １１番  飛 永 勝 次        １２番  野々部   享 

  １３番  岡 山 克 彦        １４番  林   真 子 

  １５番  加 藤 光 則        １６番  高 橋 哲 生 

  １７番  伊 藤 嘉 起        １８番  久 野   茂 

  １９番  浅 井 泰 三        ２０番  成 田 義 之 

  ２１番  天 野 武 藏 

計  ２１名 

 

３．欠席議員 

    な      し 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のために出席した者は、次のとおりであ

る。 

市 長  永 田 純 夫 

副 市 長  葛 谷 賢 二 

教 育 長  天 埜 幸 治 
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企 画 部 長  岩 田 喜 一 

総 務 部 長  林  智 雄 

危 機 管 理 部 長  飯 田 英 晴 

市 民 環 境 部 長  石 田  隆 

健 康 福 祉 部 長  丹 羽 久 登 

建 設 部 長  長 谷 川  久  高 

会 計 管 理 者  楢 本 雄 介 

教 育 部 長  石 黒 直 人 

監 査 委 員 事 務 局 長   清 岳 

企 画 部 次 長 兼 人 事 秘 書 課 長  岡 田 善 紀 

総 務 部 次 長 兼 財 政 課 長  服 部 浩 之 

総 務 部 次 長 兼 財 産 管 理 課 長  所  邦 治 

危機管理部次長兼危機管理課長  舟 橋 監 司 

市民環境部次長兼保険年金課長  浅 野 英 樹 

市 民 環 境 部 次 長 兼 産 業 課 長  梶 浦 庄 治 

健康福祉部次長兼児童保育課長  吉 野 厚 之 

健康福祉部次長兼健康推進課長  古  川  伊 都 子 

建 設 部 次 長 土 木 課 長  前 田 敬 春 

教 育 部 次 長 兼 生 涯 学 習 課 長  大 沼 賀 敬 

教育部次長兼学校給食センター管理事務所長  吉 田  剛 

企 画 政 策 課 長  神 野 満 裕 

代 表 監 査 委 員  黒 川 了 一 

 

５．本会議に職務のために出席した者の職、氏名 

議 会 事 務 局 長  後 藤 邦 夫 

議会事務局次長兼議事調査課長  鹿 島 康 浩 

議事調査課課長補佐兼総務係長  岡 田 一 実 

議 事 調 査 課 主 査  速  水  真 由 美 

 



－3－ 

６．会議事件は、次のとおりである。 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 会期の決定 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 所信表明 

  日程第 ５ 清須市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

  日程第 ６ 同意第 ２号 副市長の選任について 

  日程第 ７ 同意第 ３号 教育委員会教育長の任命について 

  日程第 ８ 同意第 ４号 教育委員会委員の任命について 

  日程第 ９ 同意第 ５号 教育委員会委員の任命について 

  日程第１０ 同意第 ６号 公平委員会委員の選任について 

  日程第１１ 同意第 ７号 公平委員会委員の選任について 

  日程第１２ 同意第 ８号 公平委員会委員の選任について 

  日程第１３ 同意第 ９号 監査委員（識見を有する者）の選任について 

  日程第１４ 認定第 １号 令和６年度清須市一般会計決算認定について 

  日程第１５ 認定第 ２号 令和６年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について 

  日程第１６ 認定第 ３号 令和６年度清須市介護保険特別会計決算認定について 

  日程第１７ 認定第 ４号 令和６年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について 

  日程第１８ 認定第 ５号 令和６年度清須市水道事業決算認定について 

  日程第１９ 認定第 ６号 令和６年度清須市下水道事業決算認定について 

  日程第２０ 議案第３８号 清須市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する 

               条例案 

  日程第２１ 議案第３９号 清須市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 

  日程第２２ 議案第４０号 清須市税条例の一部を改正する条例案 

  日程第２３ 議案第４１号 清須市高度先端産業立地奨励条例の一部を改正する条例案 

  日程第２４ 議案第４２号 清須市道路占用料条例の一部を改正する条例案 

  日程第２５ 議案第４３号 清須市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改 

               正する条例案 

  日程第２６ 議案第４４号 損害賠償の額を定め、和解することについて 



－4－ 

  日程第２７ 議案第４５号 令和７年度清須市一般会計補正予算（第２号）案 

  日程第２８ 議案第４６号 令和７年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案 

  日程第２９ 議案第４７号 令和７年度清須市介護保険特別会計補正予算（第１号）案 

  日程第３０ 議案第４８号 令和７年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

               案 

  日程第３１ 議案第４９号 令和７年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）案 

  日程第３２ 報告第 ７号 令和６年度清須市決算の健全化判断比率等について 

  日程第３３ 報告第 ８号 専決処分した事件（損害賠償の額を定め、和解すること）の報 

               告について 

  日程第３４ 報告第 ９号 専決処分した事件（損害賠償の額を定め、和解すること）の報 

               告について 

  日程第３５ 発議第 ５号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅 

               持及び拡充を求める意見書（案） 

 

（ 傍聴者 ２名 ） 
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（ 時に午前９時３０分 開会 ） 

議長（成田義之君） 

 皆さん、おはようございます。 

 令和７年９月清須市議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は、２１名でございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりでございます。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、１７番伊藤嘉起議員、１８番

久野議員を指名いたします。 

 日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２６日までの２６日間といたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月２６日までの２６日間と決定いたします。 

 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 議会閉会中の動向について、報告いたします。 

 お手元に配布してあります議員活動状況報告書のとおりでありますので、朗読は省略いたしま

す。 

 つぎに、市長から地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、尾張土地開発公社の令和

６年度決算に関する書類が、教育委員会から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条

第１項の規定により、清須市教育委員会の令和６年度分の教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価の結果報告書が、監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、

令和７年５月分から７月分までの現金出納の検査の結果について及び同法第１９９条第９項の規



－6－ 

定により、財政援助団体の監査結果報告並びに同法第２４２条第３項の規定により、住民監査請

求についてが、それぞれ議会宛てに提出又は通知されておりますので、受理したことを報告いた

します。 

 最後に、総務常任委員会委員長の辞任及び選任について報告いたします。 

 去る８月８日に開催された総務常任委員会で、齊藤委員長より辞職願が提出され、辞職が許可

されました。その後、委員長の互選が行われ、岡山委員が委員長に選任されたとの報告が議長宛

てにありました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 日程第４、「所信表明」を議題といたします。 

 市政に対する所信表明を市長より受けます。 

 所信表明は、発言席でお願いいたします。 

 永田市長。 

＜ 市長（永田純夫君）登壇 ＞ 

市長（永田純夫君） 

 おはようございます。 

 令和７年９月清須市議会定例会の開会に当たり、私の市政運営に対する所信を申し上げ、議員

各位並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 この度の市長選挙におきまして市民の皆様から御信任を賜り、引き続き清須市長として市政を

担わせていただくことになりました。ここに心から厚く御礼を申し上げますとともに、改めて市

民の皆様の期待の大きさに身の引き締まる思いでございます。 

 これまでの２期８年間で小・中学校の教室及び体育館への空調整備、１８歳までの医療費無償

化、五条川斎苑や五条川防災センター、児童センターの建設など「力強い清須」の実現に向けて

掲げた公約は、おおむね実現することができました。 

 また、新型コロナウイルス感染症の流行、ウクライナ情勢に端を発する物価高騰など社会情勢

が大きく変化した中で、感染症対策や市民の皆様の暮らしを守るための生活支援、経済対策にも

力を入れて取り組んでまいりました。これらを実現することができましたのも、ひとえに議員各

位を始め市民の皆様、関係各位の御支援、御協力のたまものと心より厚く御礼を申し上げます。 

 そして、令和７年度は市制２０周年を迎えた年であるとともに、社会情勢が急速に変化してい

く中で、次世代を展望した新たな指針として策定をいたしました清須市第３次総合計画に基づく
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行政運営がスタートした節目の年になります。これまで積み上げてきたものを礎としながら、こ

れから先の未来に向かって新たな一歩を踏み出すため、総合計画で掲げる目指す将来像「水と歴

史に織りなされた安心・快適で魅力あふれる“はぐくみ都市”」の実現に向けて、各政策におけ

る取組を着実に実行するとともに、今回の選挙で掲げた公約につきましては、スピード感を持っ

て実施してまいります。 

 これから本格的に３期目の市政運営に取り組むに当たり、私の基本的な考え方を申し述べたい

と存じます。 

 はじめに、「安全・安心」であります。 

 市民の皆様の生命と財産を守ることは、市にとって第一の責務と考えております。令和７年は、

この地域に甚大な被害をもたらした東海豪雨の発生から２５年が経過する節目の年に当たります。

今後も東海豪雨の記憶を風化させることなく、将来への教訓としながら、近年、頻発化・激甚化

する豪雨災害への備えを進めてまいります。 

 局所的豪雨による市街地周辺の内水被害の軽減を図るため、排水ポンプ場の機能強化と雨水幹

線の整備を推進するとともに、国や県と連携し、庄内川の枇杷島橋、五条川の清洲橋の架け替え

や水場川の河川の改修などによる洪水対策を推進してまいります。 

 さらに、発生が危惧されている南海トラフ地震等の大規模地震への対策として、木造住宅の耐

震化につきましては、令和７年度から耐震改修に伴う補助金の上限額を引き上げるとともに、精

密診断法を用いた補強設計に対する補助金を創設しており、引き続き制度の利用促進を図ること

で、耐震化率の向上に努めてまいります。 

 また、地域の防犯・防災機能の低下や景観の悪化を防ぐことを目的として、適切な管理が行わ

れていない空き家について所有者への助言・指導を行うなど、空き家の利活用促進や危険空き家

の解消に向けた対策を推進いたします。 

 くわえて、老朽化が著しい防災備蓄倉庫の整備を進めるとともに、指定避難所における生活空

間や備蓄品を確保するため、携帯トイレ、間仕切りテント、簡易ベッド等の防災資機材の充実を

図るなど、災害に対する備えを進め、安全で安心なまちづくりに努めてまいります。 

 ２点目は、「子育て・教育」であります。 

 少子化が全国的な問題となっている中、本市の出生率は愛知県内でも高い水準を維持し続けて

おり、令和６年も令和５年に引き続き県内で第１位となりました。 

 本市が子育て世帯に選ばれるまちであり続けるためには、妊娠・出産から子育て・教育まで切
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れ目のない支援体制の充実が重要であると考えております。 

 そのような中、本市は、市内に産婦人科クリニックがないという課題がございます。市民の皆

様が地域で安心して妊娠・出産することができる環境を整えるため、産婦人科クリニックの誘致

を積極的に進めてまいります。 

 また、共働き世帯が安心して就労と子育ての両立ができる環境をつくるため、民間の認定こど

も園や小規模保育園の誘致を推進し、保育ニーズの充実を図るとともに、質の高い保育サービス

の提供に努めてまいります。 

 さらに、子どもたちの放課後の居場所づくりとして、放課後子ども教室の対象を小学校６年生

までに拡充し、放課後の時間を有意義に過ごせる環境を提供してまいります。 

 また、登校ができても自分の教室に入ることができない児童・生徒が、安心して自分のペース

で学習を継続し、社会とのつながりを保つための支援として校内スペシャルサポートルームの整

備を推進し、一人一人に寄り添った支援体制を構築してまいります。 

 くわえて、子育て世帯の経済的負担を軽減し、全ての子どもたちが等しく教育を受けられる環

境を整えるため、物価高騰の影響を受け、負担が年々増加している小・中学校修学旅行費の一部

補助を行うほか、小・中学校給食費の無償化につきましては、国の示す方向性を踏まえた上で検

討してまいります。 

 なお、放課後子ども教室の対象者拡充及び小・中学校修学旅行費の一部補助に必要な経費につ

きましては、今定例会に補正予算を提出しておりますので、御審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 ３点目は、「健康・福祉」であります。 

 はじめに、高齢者の福祉につきましては、いつまでも住み慣れた地域で自立した生活を継続で

きるよう通院や買物の際のタクシー利用に対する補助制度を創設し、電車やバスでの移動が困難

な高齢者への外出支援を図ります。 

 また、団塊ジュニア世代が６５歳以上になる２０４０年には、高齢者の約７人に一人が認知症

患者となることが見込まれている中、認知症の方が安心して地域で生活することができるよう認

知症政策を推進し、更なる介護予防事業の充実に取り組んでまいります。 

 つぎに、障がい者の福祉につきましては、障がいのある方が地域社会の一員として自立した生

活を送り、社会参加できる環境を整備するため、相談支援体制や就労支援の充実、医療的ケア児

への支援を進めるなど、障がいのある人もない人も共に地域で暮らしていける共生社会の実現を
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目指してまいります。 

 また、障がい児福祉では、支援の質の向上などに向けて、児童発達支援センターが地域の中核

的な機関としての役割を果たすことができるよう児童発達支援センター機能強化等事業を継続的

に実施してまいります。 

 休日急病診療所の体制につきましては、現在、二次救急医療機関に依頼することで、休日にお

ける内科系、小児科系の急性期症状の医療体制を確保しておりますが、二次救急医療機関の負担

を軽減しつつ、市民の皆様が休日でも安心して医療を受けられる体制を確保するためには、休日

急病診療所を再開することが必要であると考えております。そのため、春日老人福祉センターの

一部を休日急病診療所として整備し、休日における初期救急医療体制の充実を図ってまいります。 

 また、市民の皆様の健康増進、生活習慣病等の早期発見、早期治療につなげるため、全ての検

診において自己負担５００円で受診できるワンコイン検診を導入し、受診しやすい環境づくりを

行ってまいります。 

 ４点目は、「便利・快適・観光」であります。 

 便利で快適に暮らせるまちづくりに向けて、鉄道駅を中心とする周辺市街地整備の着実な推進

と地域の特性に応じた土地の有効利用を図るとともに、道路・橋梁や上下水道の整備、環境保全

の取組や五条川斎苑の適正な運用などを通じて、市民の皆様の便利で快適な生活基盤がつくられ

るよう努めてまいります。 

 現在ＪＲ清洲駅前で施工中の土地区画整理事業につきましては、早期完了を目指し、駅前広場

の整備を行うほか、幹線道路へ接続する県道の整備について愛知県と連携して進めてまいります。 

 さらに、一場東部地区においては、引き続き土地区画整理組合の設立支援を行うとともに、事

業認可後も着実な事業の進捗を図ってまいります。 

 また、名鉄名古屋本線新清洲駅付近鉄道高架事業につきましては、予定していた仮線用地の確

保が全て完了いたしました。引き続き早期の事業完了に向けて、国や県と連携して推進してまい

ります。 

 観光の振興につきましては、本市が有する清洲城や清洲公園、織田信長公、さらには、あいち

朝日遺跡ミュージアムといった資源等を生かしながら、更なる魅力の向上を図るとともに、海外

からのインバウンド需要も見込んだ観光情報の発信力強化を行うなど、市外からの来訪者の誘客、

観光消費拡大に努めてまいります。 

 また、尾張西枇杷島まつりの打ち上げ花火については、主催者であります西枇杷島町まつり振
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興会との調整を図りながら、安全対策について協議し、検討してまいります。 

 スポーツ・文化の振興につきましては、多様な学習の機会を提供できるよう生涯学習講座等の

拡充を行うとともに、伝統文化の保存継承を目的とした出前授業や体験講座を継続的に実施でき

るよう進めてまいります。 

 くわえて、ハード面の整備といたしましては、春日Ｂ＆Ｇ体育館につきましては、市民の健康

増進、体力向上、地域の交流の場として快適に利用できるよう空調設備の整備を行います。 

 また、旧西枇杷島庁舎を含むＵＲ西枇杷島住宅跡地につきましては、施設の解体工事の進捗に

合わせ、地域の現状や社会情勢を考慮した上で、跡地の利活用について検討してまいります。 

 ５点目は、「連携・行革」であります。 

 まずは、現在実施中の市制２０周年事業につきましては、引き続き市の一体感の醸成、まちへ

の誇りや愛着を育み、本市が更なる飛躍を遂げる礎を築くという周年事業の基本理念を実現し、

市に関わる皆様の心の財産とすることができるよう進めてまいります。 

 つぎに、市外企業の誘致や市内企業の留置にも力を入れてまいります。国や県などの関係機関

との連携を図り、企業の設備投資の動向や企業用地の需要などに関する情報収集に努めるととも

に、本市の立地環境の優位性や利便性といった魅力の発信と企業立地に関する支援制度の周知を

図ることで、企業立地を促進し、地域の雇用と税収の確保につなげることができるよう努めてま

いります。 

 くわえて、市内商工業の活性化に大きな役割を果たす市商工会につきましては、小規模事業者

の経営改善普及や経営発達支援、事業継続力強化支援など、地域に密着した伴走型支援の担い手

として更に連携を強化するとともに、祭りやイベントでの協働による地域の活性化を図ってまい

ります。 

 また、現在、令和８年５月の供用開始を目指し、市役所西館の建設を進めておりますが、あわ

せて、老朽化した南館の改修を引き続き行うとともに、各地区の保健センター機能を統合した新

たな保健センターの整備を進めてまいります。 

 さらに、利用しやすく開かれた魅力ある市役所を目指して、来庁時の行政手続の簡素化を図る

ほか手続のオンライン化を促進するなど、市民の皆様の負担を軽減できるよう努めてまいります。 

 また、様々な分野でデジタル化を推進し、業務を効率化しつつ市民の皆様の利便性向上を図る

ことで、地域の担い手が減少していく中でも持続可能な地域づくりを進めるとともに、市民の皆

様の声を市政に反映し、共に地域課題の解決を図ることを目的として市民協働を推進してまいり
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ます。 

 以上、市政に臨む基本的な考え方を申し述べました。 

 選挙で掲げた公約につきましては、着実に実現し、確実な成果をお示しできるようまい進する

決意でございます。また、市民の皆様を始め市政に関わる方々の思いを紡み、そして、育みなが

ら、清須市が目指す未来の姿“はぐくみ都市”の実現に向けて、歩みを止めることなく、組織の

総力を挙げて取り組んでまいります。 

 議員各位並びに市民の皆様には、一層の御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上

げ、私の所信表明といたします。 

 ありがとうございました。 

議長（成田義之君） 

 この所信表明に対し質疑のある方は、９月３日正午までに発言通告書を提出していただき、

９月８日の本会議において質疑を行います。 

 お諮りいたします。 

 これより議案の審議に入りますが、日程第５、「清須市選挙管理委員会委員及び同補充員の選

挙」は、議会が行う選挙ですので、委員会付託及び質疑・討論を省略し、本日、簡易表決により

採決を行いたいと思います。 

 日程第６、同意第２号から日程第３４、報告第９号までを一括議題とし、市長から提案理由の

説明を受けます。 

 日程第６、同意第２号から日程第１３、同意第９号までの案件につきましては、人事案件です

ので、委員会付託及び質疑・討論を省略し、本日、採決いたしたいと思います。 

 日程第１４、認定第１号から日程第１９、認定第６号までの認定案件及び日程第３２、報告第

７号につきましては、代表監査委員から監査結果及び所見の説明を受けた後、日程第１４、認定

第１号から日程第１９、認定第６号までの認定案件につきましては、担当部長より内容の説明を

受けたいと思います。 

 日程第２０、議案第３８号から日程第３１、議案第４９号までの１２議案につきましては、担

当部長から内容の説明を受けます。 

 日程第３３、報告第８号及び日程第３４、報告第９号の報告案件につきましては、担当部長よ

り内容の報告を受けます。 

 なお、日程第１４、認定第１号から日程第３１、議案第４９号までの１８案件につきましては、
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本日は提案理由及び内容説明を受けるのみで散会し、質疑のある方は９月３日正午までに発言通

告書を提出していただき、９月８日の本会議において質疑を行った後、各常任委員会に審査を付

託したいと思います。 

 以上のような進め方でございますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま申し上げました方法で行うことに決定いたします。 

 日程第５、「清須市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙」を議題といたします。 

 選挙管理委員会につきましては、委員４名と補充員４名で構成されておりますが、いずれも任

期が本年の９月１日までとなっております。選挙管理委員会委員につきましては、地方自治法第

１８２条の規定により、議会が選挙することになっております。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、議会申合せ事項第８８号の規定により、指名推選にしたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 それでは、ここで選挙管理委員会委員及び同補充員の名簿及び経歴書を配布いたします。 

 ただいまお手元に配布いたしました名簿のとおり、選挙管理委員会委員には増田温美氏、後藤

幸平氏、石黒幸子氏、野村昌敏氏、以上の方を指名いたします。 
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 つぎに、補充員には小川吉廣氏、林ゆかり氏、平子幸夫氏、近藤ひとみ氏、以上の方を指名い

たします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人として

定めることに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました増田温美氏、後藤幸平氏、石黒幸子氏、野村昌敏氏、以上

の方が、選挙管理委員会委員に当選されました。 

 また、補充員には小川吉廣氏、林ゆかり氏、平子幸夫氏、近藤ひとみ氏、以上の方が当選され

ました。 

 お諮りいたします。 

 補充員の順序につきましては、ただいま指名いたしました順序にいたしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、補充員の順序は、ただいま指名いたしました順序に決定いたしました。 

 日程第６、同意第２号から日程第３４、報告第９号までを一括議題といたします。 

 市長より一括して提案理由の説明を求めます。 

 永田市長。 

＜ 市長（永田純夫君）登壇 ＞ 

市長（永田純夫君） 

 それでは、御説明申し上げます。 

 今定例会に提出いたします案件は、市長提出議案等のとおり副市長の選任等の同意８件、令和

６年度清須市一般会計等の決算認定６件、条例の一部改正案６件、損害賠償の額を定め、和解す

ることについて１件、令和７年度一般会計等の補正予算案５件、その他令和６年度清須市決算の

健全化判断比率等などの報告３件でございます。 
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 それでは、各案件について順次、提案理由を説明いたします。 

 同意第２号「副市長の選任」につきましては、岩田喜一氏を清須市副市長として新たに選任す

ることについて、地方自治法の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 岩田喜一氏の経歴は、同意案の２ページ目に掲載いたしました。 

 同意第３号「教育委員会教育長の任命」につきましては、天埜幸治氏を教育委員会教育長とし

て引き続き任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議

会の同意を求めるものでございます。 

 天埜幸治氏の経歴は、同意案の２ページ目に記載いたしました。 

 同意第４号及び第５号「教育委員会委員の任命」につきましては、太田光則氏及び上田恭子氏

を教育委員会委員として引き続き任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 それぞれの方の経歴は、それぞれの同意案の２ページ目に記載いたしました。 

 同意第６号から同意第８号まで「公平委員会委員の選任」につきましては、加藤茂氏を公平委

員会委員として引き続き選任するとともに、柴田定男氏及び山田登志男氏を公平委員会委員とし

て新たに選任することについて、地方公務員法の規定により、議会の同意を求めるものでござい

ます。 

 それぞれの方の経歴は、それぞれの同意案の２ページ目に記載いたしました。 

 同意第９号「監査委員（識見を有する者）の選任」につきましては、黒川了一氏を監査委員と

して引き続き選任するため、地方自治法の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 黒川了一氏の経歴は、同意案の２ページ目に掲載いたしました。 

 認定第１号「令和６年度清須市一般会計決算認定」につきましては、地方自治法の規定により、

議会の認定に付するものでございます。 

 それでは、決算の内容を説明いたします。 

 令和６年度予算に計上いたしました事業は、議員各位を始め市民の皆様の御協力をいただき、

当初の目的を達成することができました。また、監査委員の決算審査も無事に終了いたしました。

深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 一般会計の決算額は、歳入総額３３３億８，６２０万４，７９４円、歳出総額３２１億２，

３５４万１９１円、実質収支額１１億６，９８２万１，０００円でありました。 

 歳入の根幹であります市税は、１２５億１，８３１万５，２３８円であり、予算額を上回るこ
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とができました。納税者各位の御理解のたまものと深く御礼を申し上げます。 

 地方交付税につきましては、普通交付税で３４億３，４０６万１，０００円、特別交付税で

２億６，６５８万８，０００円を確保することができました。 

 市債につきましては、地域振興基金積立事業債や体育施設整備事業債などにより、合計で

２９億３００万円を借り入れました。 

 歳出の主な内容を申し上げます。 

 まず安全・安心の確保に向けて、五条川右岸の清洲庁舎跡地に五条川防災センターを整備し、

令和６年７月から供用を開始するとともに、指定避難所の防災備蓄倉庫の更新及び資機材の整備

を行い、災害時における避難所の環境の充実を図りました。 

 つぎに、子育て支援につきましては、小・中学校の給食費の引上げ分を公費で負担し、物価高

騰の影響を受ける子育て世帯の家計を支援してまいりました。 

 学校教育では、小・中学校の特別教室への空調設備の設置や学校に登校できない児童・生徒と

その保護者を支援するため五条川防災センターに教育支援教室を増設するなど、教育環境の充実

に努めてまいりました。 

 また、不妊治療の助成について、治療対象を特定不妊治療費まで拡大するとともに保険適用分

の自己負担額を２５万円まで全額助成し、不妊治療を行っている夫婦への支援を大幅に拡充をい

たしました。 

 さらに、市役所の増築及び南館の改修や新保健センターの整備に着手するなど、公共施設の統

合的かつ計画的な管理を推進してまいりました。 

 このほか、市発展の礎となる下水道整備事業や土地区画整理事業などの都市インフラ基盤の整

備につきましても、限られた予算の中、予定どおり進めることができました。 

 今後も様々な行政ニーズへの対応が求められる一方で、社会保障関係費を始めとする義務的経

費の増加などにより、厳しい行財政運営が続くことが予想されます。議員各位を始め関係各位の

御理解と御支援を賜りつつ努力してまいる所存でございます。 

 認定第２号「令和６年度清須市国民健康保険特別会計決算認定」につきましては、地方自治法

の規定により、議会の認定に付するものでございます。 

 決算の内容を説明いたします。 

 国民健康保険特別会計の決算額は、歳入総額５８億３，８６４万４，９２３円、歳出総額

５７億４，６９１万７，４９７円、実質収支額９，１７２万７，０００円でありました。 
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 歳入のうち、国民健康保険税は１２億８，７２９万６，０２５円を確保いたしました。引き続

き特定健康診査、特定保健指導などの疾病予防を実施するなど、国民健康保険特別会計の健全性

の確保に努めてまいります。 

 認定第３号「令和６年度清須市介護保険特別会計決算認定」につきましては、地方自治法の規

定により、議会の認定に付するものでございます。 

 決算の内容を説明いたします。 

 介護保険特別会計の決算額は、歳入総額５２億７，７１４万２，９６５円、歳出総額５１億５，

３４２万６，６１８円、実質収支額１億２，３７１万６，０００円でありました。 

 介護が必要な状態になっても自宅や介護保険施設で安心して暮らすことができ、家族の介護負

担を軽減することができるよう保険制度の趣旨に沿い、健全な運営に努めてまいります。 

 認定第４号「令和６年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定」につきましては、地方自治

法の規定により、議会の認定に付するものでございます。 

 決算の内容を説明いたします。 

 後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入総額１９億２，４８９万４，７６８円、歳出総額

１９億９９０万４２７円、実質収支額１，４９９万４，０００円でありました。 

 医療制度の趣旨に沿い、高齢期における医療の確保を図るため、広域連合により適切な医療の

給付を行い、今後も保健の向上及び高齢者の福祉の推進に努めてまいります。 

 認定第５号「令和６年度清須市水道事業決算認定」につきましては、地方公営企業法の規定に

より、議会の認定に付するものでございます。 

 決算の内容を説明いたします。 

 収入では、給水収益や受託工事収益などの収益的収入が２億２，０６９万３，１８９円、工事

費負担などの資本的収入が４，１５１万２，３００円でありました。 

 支出では、原水及び浄水費などの収益的支出が２億１，１４５万６，５２０円、水道設備費な

どの資本的支出が１億３７３万７，２６９円でありました。 

 認定第６号「令和６年度清須市下水道事業決算認定」につきましては、公営企業法の規定によ

り、議会の認定に付するものでございます。 

 決算の内容を説明いたします。 

 収入では、下水道使用料や雨水処理負担金などの収益的収入が１６億４，３９３万５，

０３３円、企業債や国庫補助金などの資本的収入が１５億５，９７０万８，７７０円でありまし
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た。 

 支出では、管渠（きょ）やポンプ場の維持管理費などの収益的支出が１５億３，４７７万８，

８３４円、下水道施設費などの資本的支出が１８億９，１９２万９，７７５円でありました。 

 議案第３８号「清須市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案」につき

ましては、人事院の国会及び内閣に対する令和６年８月８日付けの公務員人事管理に関する報告

に鑑み、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等の任命権者への義務付け

を行うため、条例の一部を改正することについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 議案第３９号「清須市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案」につきまして

は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制度の拡充等を行うため、

条例の一部を改正することについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

 議案第４０号「清須市税条例の一部を改正する条例案」につきましては、地方税法の一部改正

に伴い、特定親族特別控除の創設に係る規定の整備等を行うため、条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第４１号「清須市高度先端産業立地奨励条例の一部を改正する条例案」につきましては、

中小企業者に対する奨励措置に係る条件を緩和するため、条例の一部を改正することについて、

地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第４２号「清須市道路占用料条例の一部を改正する条例案」につきましては、愛知県の道

路占用料の額の改定に鑑み、道路占用料の額を改定するため、条例の一部を改正することについ

て、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第４３号「清須市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案」

につきましては、部分休業の定義を整理するため、条例の一部を改正することについて、地方自

治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第４４号「損害賠償の額を定め、和解すること」につきましては、水路の事故に関し、損

害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 議案第４５号「令和７年度清須市一般会計補正予算（第２号）案」につきましては、子育て世

帯の経済的負担を軽減するため、小・中学校の修学旅行に係る費用の一部を助成するほか、令和
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８年４月から放課後子ども教室の対象学年を小学校６年生まで拡充することに伴い、受入れに必

要となる教室の整備を行うなど所要の補正を行うとともに、決算剰余金などの財源を基に、今ま

でに予定していた財政調整基金からの繰入れを取りやめ、さらに、今後の財政需要を考慮し、必

要な基金に積み立てることについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

 補正額は５億１，８３７万１，０００円を追加し、予算の総額は３６１億２，８６９万５,

０００円となります。 

 議案第４６号「令和７年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案」につきまして

は、子ども・子育て支援金制度創設に対応するためのシステム改修を行うほか、前年度決算に伴

う精算及び令和７年度の納付額が確定した事業費納付金に係る所要の補正を行うことについて、

地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 補正額は９，８４４万６，０００円を追加し、予算の総額は５８億３，６０７万円となります。 

 議案第４７号「令和７年度清須市介護保険特別会計補正予算（第１号）案」につきましては、

前年度決算に伴う精算に係る所要の補正を行うことについて、地方自治法の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

 補正額は１億２，３７１万５，０００円を追加し、予算の総額は５４億２，９７８万８，

０００円となります。 

 議案第４８号「令和７年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案」につきまし

ては、前年度決算に伴う精算に係る所要の補正を行うことについて、地方自治法の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 補正額は２，２５１万２，０００円を追加し、予算の総額は２０億２，９６２万３，０００円

となります。 

 議案第４９号「令和７年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）案」につきましては、令

和７年１月に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因した道路陥没事故を受け、平成

６年度以前に設置された内径２メートル以上の公共下水道管の点検を行うため、所要の補正を行

うことについて、地方自治法の規定により、会の議決を求めるものでございます。 

 補正額は４５０万円を追加し、予算の総額は３６億１，３４７万７，０００円となります。 

 報告第７号「令和６年度清須市決算の健全化判断比率等」につきましては、令和６年度清須市

決算の健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の
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規定により、監査委員の意見を付けて議会に報告するものでございます。 

 本市における一般会計等の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比

率の四つの指標によって判断される健全化判断比率と水道事業会計及び下水道事業会計の資金不

足比率は、いずれも早期の健全化が求められる基準を下回っております。 

 報告第８号及び第９号「専決処分した事件（損害賠償の額を定め、和解すること）の報告」に

つきましては、公用車の事故について、地方自治法の規定により、議会に報告するものでござい

ます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

 詳細につきましては、担当者から説明させますので、十分に御審議の上、御賛同賜りますよう、

どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

議長（成田義之君） 

 提案理由の説明が、終わりました。 

 これより同意案件の採決を行いますが、内容の同じ案件につきましては、一括で採決を行うこ

とが議会運営委員会において決定しております。 

 それでは、提案説明のありました日程第６、同意第２号「副市長の選任について」を議題とい

たします。 

 ここで、同意第２号の該当者が議場におられますので、岩田企画部長の退室を求めます。 

＜ 岩田企画部長退場 ＞ 

議長（成田義之君） 

 採決を行います。 

 副市長に岩田喜一氏を選任することに賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起立全員 ＞ 

議長（成田義之君） 

 起立全員でございます。 

 よって、本案は、原案のとおり選任同意することに決定いたしました。 

 岩田企画部長の入室を許可いたします。 

＜ 岩田企画部長入場 ＞ 

議長（成田義之君） 

 ここで、選任されました岩田企画部長に御挨拶をお願いいたします。 
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 挨拶は、発言席でお願いいたします。 

 岩田企画部長。 

＜ 企画部長（岩田喜一君）登壇 ＞ 

企画部長（岩田喜一君） 

 企画部長の岩田です。 

 ただいまは、議題となりました同意第２号、副市長の選任につきまして御賛同いただき、どう

もありがとうございました。 

 私は、平成２年４月に旧清洲町役場へ入庁し、配置されたそれぞれの部署で今日までの３５年

と４か月、旧清洲町と清須市発展のために担当することになった所管の事務事業、業務に取り組

んでまいりました。これからの４年間は、微力ではありますが、これまでの経験を生かし、特別

職副市長として永田市政を支えるために心を燃やして自分の責務を全うしたいと思っています。

議員の皆様におかれましては、今まで以上に御指導御鞭撻をいただけたら幸いです。引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではありますが、副市長選任のお礼の御挨拶といたします。どうもありがとうござ

いました。 

議長（成田義之君） 

 日程第７、同意第３号「教育委員会教育長の任命について」を議題といたします。 

 ここで、同意第３号の該当者が議場におられますので、天埜教育長の退室を求めます。 

＜ 天埜教育長退場 ＞ 

議長（成田義之君） 

 採決を行います。 

 教育委員会教育長に天埜幸治氏を任命することに賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起立全員 ＞ 

議長（成田義之君） 

 起立全員でございます。 

 よって、本案は、原案のとおり選任同意することに決定いたしました。 

 天埜教育長の入室を許可いたします。 

＜ 天埜教育長入場 ＞ 

議長（成田義之君） 
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 ここで、任命されました天埜教育長に御挨拶をお願いいたします。 

 挨拶は、発言席でお願いいたします。 

 天埜教育長。 

＜ 教育長（天埜幸治君）登壇 ＞ 

教育長（天埜幸治君） 

 失礼いたします。 

 ただいま議会の皆様方の御賛同を賜り、２期目の職責を担うこととなりました。３年前と同様

の緊張感とともに、大変重い責任とその職務に改めて身の震える思いでいっぱいでございます。 

 ここまで市議会議員の皆様方の御理解と御支援を賜りながら３年間進めてまいりました諸施策、

諸事業、これらの検証と今後の展望をしっかりと踏まえ、今年度から始まりました第３次清須市

教育大綱の理念にのっとり、まずは市内の子どもたちの幸せな学校生活の保証、これを常に最優

先に据え、そして、清須市の財産である歴史・自然・文化という郷土愛に根差した教育振興を図

り、さらに、文化・芸術・スポーツに心豊かに触れ合える環境・社会づくり、これらを全ての根

幹に置き、教育長としての使命と責任を全力で懸命に果たすべく、誠心誠意、懸命に取り組まさ

せていただきたいと思います。どうか引き続き皆様方の御指導と御理解を賜りますよう、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 御選任いただきまして本当にありがとうございました。お時間いただきましてありがとうござ

いました。 

議長（成田義之君） 

 日程第８、同意第４号及び日程第９、同意第５号の「教育委員会委員の任命について」の２案

件について一括して採決を行います。 

 教育委員会委員に太田光則氏及び上田恭子氏を任命することに賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起立全員 ＞ 

議長（成田義之君） 

 起立全員でございます。 

 よって、同意第４号及び同意第５号の２案件につきましては、原案のとおり任命同意すること

に決定いたしました。 

 日程第１０、同意第６号から日程第１２、同意第８号までの「公平委員会委員の選任について」

の３案件について一括して採決を行います。 
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 公平委員会委員に加藤茂氏、柴田定男氏及び山田登志男氏を選任することに賛成の方の起立を

求めます。 

＜ 起立全員 ＞ 

議長（成田義之君） 

 起立全員でございます。 

 よって、同意第６号から同意第８号までの３案件につきましては、原案のとおり選任同意する

ことに決定いたしました。 

 日程第１３、同意第９号「監査委員（識見を有する者）の選任について」を議題といたします。 

 ここで、同意第９号の該当者が議場におられますので、黒川代表監査委員の退室を求めます。 

＜ 黒川代表監査委員退場 ＞ 

議長（成田義之君） 

 採決を行います。 

 監査委員（識見を有する者）に黒川了一氏を選任することに賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起立全員 ＞ 

議長（成田義之君） 

 起立全員でございます。 

 よって、本案は、原案のとおり選任同意することに決定いたしました。 

 黒川代表監査委員の入室を許可いたします。 

＜ 黒川代表監査委員入場 ＞ 

議長（成田義之君） 

 ここで、選任されました黒川代表監査委員に御挨拶をお願いいたします。 

 挨拶は、発言席でお願いいたします。 

 黒川代表監査委員。 

＜ 代表監査委員（黒川了一君）登壇 ＞ 

代表監査委員（黒川了一君） 

 ただいま代表監査委員に選任されました黒川了一であります。 

 引き続き清須市のために尽力してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

議長（成田義之君） 
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 日程第１４、認定第１号から日程第１９、認定第６号までの決算認定及び日程第３２、報告第

７号について、黒川代表監査委員より各案件に係る意見として監査結果及び所見の説明を求めま

す。 

 説明は、発言席でお願いいたします。 

 黒川代表監査委員。 

＜ 代表監査委員（黒川了一君）登壇 ＞ 

代表監査委員（黒川了一君） 

 ただいま議長から指名がありました代表監査委員の黒川了一です。 

 先般、地方自治法、地方公営企業法などの規定により、市長から審査に付されました令和６年

度一般会計・特別会計決算及び基金運用状況、水道事業決算、下水道事業決算、健全化判断比率

及び資金不足比率について、天野武藏監査委員と共に慎重に審査を行いました。 

 令和６年度決算審査意見書について、監査委員を代表して説明をさせていただきます。 

 では、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を１画面表示にしていただき、１ページを御覧く

ださい。 

 令和６年度清須市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況の審査意見です。 

 第１は審査の対象、第２は審査期間です。第３の審査の方法により慎重に審査を行い、その結

果は、第４に記載がありますとおり、各会計の決算及び基金の運用状況はいずれも適正であると

認められました。 

 ２ページを御覧ください。 

 第５、審査の概要です。 

 １の（１）の③決算額の年度比較です。 

 一般会計及び特別会計を合わせた歳入決算額は約４６４億２，６８８万円、歳出決算額は約

４４９億３，３７８万円、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支比

率は約１４億２５万円となっており、前年度に比べ約２億３，９８２万円増加しています。 

 ３ページを御覧ください。 

 ２、財政分析です。 

 令和６年度の比率を申し上げます。 

 （１）の①自主財源比率は５０．０％、②実質収支比率は６．６％、③経常収支比率は９３．

１％、１枚おめくりいただき、４ページを御覧ください。 
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 ④財政力指数は、０．７７％でした。 

 その下、（２）は地方債の状況です。地域振興基金積立事業債など２９億３００万円を借り入

れ、元金を約２０億６，１４４万円償還し、令和６年度末現在高は約１９４億８，４５２万円で

す。 

 ５ページを御覧ください。 

 ３の（１）一般会計の総括です。 

 歳入決算額は約３３３億８，６２０万円、歳出決算額は約３２１億２，３５４万円で、決算額

の前年度との比較は①の表のとおりです。 

 ６ページを御覧ください。 

 ②款別歳入決算の状況です。 

 表の右端は７ページになりますが、予算現額に対する収入割合は、一番下の合計欄を御覧いた

だき９９．６％、調定額に対する収入割合は９８．８％でありました。 

 ８ページを御覧ください。 

 ③款別歳入決算の年度比較です。 

 前年度に比べ歳入決算額が増加した主な要因は、地方特例交付金や地方交付税などの増加です。 

 ９ページを御覧ください。 

 ④歳入決算における自主財源と依存財源の内訳です。 

 市税を始めとする自主財源は約１６７億４７４万円で、歳入全体の５０．０％を占めています。 

 １０ページを御覧ください。 

 ⑤款別歳出決算の状況です。 

 歳出決算額約３２１億２，３５４万円、翌年度繰越額を差し引いた不用額は約１２億８２７万

円となっています。 

 ⑥款別歳出決算の年度比較です。 

 前年度に比べ歳出決算額が増加した主な要因は、総務費や教育費などの増加です。 

 １１ページを御覧ください。 

 ⑦歳出決算における性質別の内訳です。 

 令和６年度の経費ごとの構成比は義務的経費が４４．４％、投資的経費が１１．１％、その他

の経費が４４．５％となっています。 

 １２ページ以降は歳入歳出の款別の状況、少しページが飛びまして２５ページからは国民健康
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保険、介護保険及び後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算額や保険税、保険料決算の状況など

について記載してあります。 

 ３７ページを御覧ください。 

 ５の財産についてです。 

 公有財産及び物品について、決算年度中の増減高などが記載されております。 

 ３８ページを御覧ください。 

 （３）の基金です。 

 決算年度中に約６億４，１６９万円の増加があり、決算年度末現在高は約７４億６，６１７万

円となっています。 

 ３９ページを御覧ください。 

 まとめです。 

 １枚おめくりいただき、４０ページの下から１１行目です。 

 本市の財政状況は、企業による賃上げなどで市税収入の増加が見込まれるものの、今後も社会

保障関係費の増加が見込まれることに加え、大規模な施策事業の推進や物価高騰に対応する支援

など様々な財政需要に対応していく必要があり、厳しい財政運営が予想される。 

 そのような中、今後も積極的な財源確保に努め、効率的、計画的な財政運営を行い、限られた

財源の中で、市民の安心で快適な暮らしに必要不可欠な事業・施策を着実に推進することが求め

られる。 

 社会情勢の変化を的確に捉え、持続可能で充実した市民サービスを提供するため、歳入確保と

行財政改革を推進し、第３次総合計画に掲げる「水と歴史に織り出された 安心・快適で魅力あ

ふれる“はぐくみ都市”」を目指した着実な行政運営を期待するとしております。 

 つぎに、４９ページを御覧ください。 

 水道事業決算審査意見です。 

 第４の審査の結果にありますように、決算書は関係法令に準拠して作成されており、経営成績

及び財政状況を適正に表示していると認められました。 

 第５、審査の概要、１、業務実績です。 

 令和７年３月３１日現在の給水人口は８，６０６人で、給水区域内人口に対する普及率は９９．

８％となっています。 

 ５０ページを御覧ください。 
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 ２、予算の執行状況です。 

 （１）収益的収入の決算額は約２億２，０６９万円で、予算額に対し９２．６％の収入割合で

した。 

 （２）収益的支出の決算額は約２億１，１４５万円で、予算額に対し８８．７％の執行割合で

ありました。 

 （３）資本的収入の決算額は、約４，１５１万円。 

 ５１ページを御覧いただき、（４）資本的支出の決算額は、約１億３７３万円でありました。 

 ５２ページを御覧ください。 

 ３、経営状況です。 

 令和６年度の経営収支は、水道事業収益約２億３０１万円から水道事業費用約２億円を差し引

いた額、約３００万円の純利益となっています。 

 ５３ページを御覧ください。 

 ４、財政状況です。 

 （１）令和６年度の資産は約２１億６，２６４万円で、（２）負債と資本の合計も同額です。

このうち、資本が約１２億５，１１５万円で、負債・資本合計の５７．９％を占めています。 

 ５４ページを御覧ください。 

 まとめです。 

 下から３行目を御覧ください。 

 今後の事業経営に当たっては、引き続き水道料金の収納確保、経費節減など効率的な企業経営

に取り組むとともに、安心安全で良質な水道水の安定供給と計画的、効率的で持続可能な事業運

営に努められるよう期待するとしております。 

 つぎに、６１ページを御覧ください。 

 下水道事業決算審査意見です。 

 第４の審査の結果にありますように、決算書は関係法令に準拠して作成されており、経営成績

及び財政状況を適正に表示していると認められました。 

 第５は、審査の概要です。 

 １の業務実績において、令和７年３月３１日現在の水洗化人口は１万６，５７０人で、処理区

域内人口に対する普及率は６９．４％となっております。 

 ６２ページを御覧ください。 
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 ２、予算の執行状況です。 

 （１）収益的収入の決算額は約１６億４，３９３万円で、予算額に対し９７．０％の収入割合

でした。 

 また、（２）収益的支出の決算額は約１５億３，４７７万円で、予算額に対し９５．０％の執

行割合でありました。 

 （３）資本的収入の決算額は、約１５億５，９７０万円。 

 ６３ページを御覧いただき、（４）資本的支出の決算額は約１８億９，１９２万円でありまし

た。 

 ６４ページを御覧ください。 

 ３、経営状況です。 

 令和６年度の経営収支は、下水道事業収益約１５億８，５６６万円から下水道事業費用約

１５億１，４４０万円を差し引いた約７，１２５万円の純利益となっています。 

 ６５ページを御覧ください。 

 ４、財政状況です。 

 （１）令和６年度の資産は、約３２８億８，２８１万円です。 

 （２）負債と資本の合計も同額で、このうち、負債は約３０２億８，３３３万円で、負債・資

本合計の９２．１％を占めています。 

 ６６ページを御覧ください。 

 まとめです。 

 下から４行目を御覧ください。 

 今後の事業経営に当たっては、清須市下水道事業中期経営戦略に基づく下水道接続率の向上に

尽力しつつ、経費回収率の向上などによる健全で持続的な経営に取り組み、市民生活に欠かすこ

とのできないライフラインとしての機能や生活環境の快適性、利便性の向上に引き継ぎ寄与され

ることを期待するとしております。 

 つぎに、７３ページを御覧ください。 

 健全化判断比率審査意見です。 

 第４の審査の結果にありますように、健全化判断比率及び関係書類は、いずれも適正に作成さ

れていると認められました。 

 表の令和６年度の欄を御覧いただき、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、本市の全ての会
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計において赤字額が生じていないため算定されず、問題はないと認められます。 

 実質公債費比率は２．３％で、早期健全化基準を大きく下回っており、問題はないと認められ

ます。 

 将来負担比率については、将来負担額に充当可能な財源額が将来負担額を上回っているため比

率は表示されず、問題はないと認められます。 

 最後に、７５ページを御覧ください。 

 資金不足比率審査意見です。 

 第４、審査の結果にありますように、資金不足比率及び関係書類は、いずれも適正に作成され

ていると認められました。 

 資金不足比率については、水道事業会計及び下水道事業会計ともに資金不足となっていないた

め比率は表示されず、問題はないと認められます。 

 以上をもちまして、令和６年度清須市一般会計、特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計

の決算審査、令和６年度清須市健全化判断比率及び資金不足比率審査の意見といたします。 

議長（成田義之君） 

 監査結果及び所見の説明が終わりましたので、ここで、代表監査委員の退席を許可いたします。 

＜ 黒川代表監査委員退場 ＞ 

議長（成田義之君） 

 ここで、１０時５０分まで休憩を取りたいと思います。 

（ 時に午前１０時３８分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時５０分 再開 ） 

議長（成田義之君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１４、認定第１号「令和６年度清須市一般会計決算認定について」、会計管理者より内

容の説明を求めます。 

 楢本会計管理者。 

＜ 会計管理者（楢本雄介君）登壇 ＞ 

会計管理者（楢本雄介君） 

 会計管理者、楢本です。 

 認定第１号について御説明いたします。 
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 それでは、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定は１画面表示のまま、令和６年度清須市歳入

歳出決算書の１ページを御覧ください。 

 認定第１号 

 令和６年度清須市一般会計決算認定について 

 令和６年度清須市一般会計決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別冊監

査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ２ページ、３ページを御覧ください。 

 令和６年度清須市一般会計歳入歳出決算書 

 はじめに、歳入について御説明いたします。 

 １款市税、予算現額１２４億５，９７５万９，０００円、収入済額１２５億１，８３１万５，

２３８円、不納欠損額２，３４０万６，９８２円、収入未済額２億６，５９１万２，９４８円、

１項市民税から５項都市計画税までです。 

 ２款地方譲与税、予算現額１億７，２００万円、収入済額１億７，４２０万３，０００円、

１項地方揮発油譲与税から３項森林環境譲与税までです。 

 ３款利子割交付金、予算現額４００万円、収入済額６４０万３，０００円、１項利子割交付金

です。 

 ４款配当割交付金、予算現額８，４００万円、収入済額１億３，１４５万円、１項配当割交付

金です。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、予算現額１億６００万円、収入済額１億７，５０２万９，

０００円、１項株式等譲渡所得割交付金です。 

 ６款法人事業税交付金、予算現額２億９，０００万円、収入済額２億８，３７１万５，

０００円、１項法人事業税交付金です。 

 ７款地方消費税交付金、予算現額１６億６，４００万円、収入済額１７億３，４７９万３，

０００円、１項地方消費税交付金です。 

 ８款自動車取得税交付金、予算現額１，０００円、収入済額２５１万１，８８４円、１項自動

車取得税交付金です。 

 ９款環境性能割交付金、予算現額５，１００万円、収入済額４，８９７万１，０００円、１項
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環境性能割交付金です。 

 １０款地方特例交付金、予算現額４億４，５９３万３，０００円、収入済額４億４，７６０万

円、１項地方特例交付金と２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金です。 

 １１款地方交付税、予算現額３４億８，４０６万１，０００円、収入済額３７億６４万９，

０００円、１項地方交付税です。 

 ４ページ、５ページを御覧ください。 

 １２款交通安全対策特別交付金、予算現額１，０００万円、収入済額８９８万４，０００円、

１項交通安全対策特別交付金です。 

 １３款分担金及び負担金、予算現額１億７，９２１万２，０００円、収入済額１億３，

２５０万３，２９０円、不納欠損額７８万４，５４０円、収入未済額３５０万５，６００円、

１項負担金です。主なものは、保育料と斎苑施設周辺環境改善費負担金です。 

 １４款使用料及び手数料、予算現額３億１，８２１万８，０００円、収入済額３億２０６万６，

０４９円、収入未済額１２万３，０３２円、１項使用料と２項手数料です。主なものは、道路占

用料と清掃手数料です。 

 １５款国庫支出金、予算現額５３億９，５０７万９，４６０円、収入済額５１億２，５６３万

４，４１８円、収入未済額７１５万３，０００円、１項国庫負担金から３項国庫委託金までです。 

 １６款県支出金、予算現額２０億５，８７０万４，０００円、収入済額１９億３，８５１万３，

８６３円、１項県負担金から４項県交付金までです。 

 １７款財産収入、予算現額８，２１３万４，０００円、収入済額１億４，１７６万５１７円、

１項財産運用収入と２項財産売払収入です。主なものは、土地・建物の貸付収入と不動産売払収

入です。 

 １８款寄附金、予算現額３億３，３０７万６，０００円、収入済額３億３，１０８万８，

５５１円、１項寄附金です。主なものは、ふるさと寄附金です。 

 １９款繰入金、予算現額１１億２，７２２万２，０００円、収入済額１１億２，７２１万９，

９２１円、１項特別会計繰入金と２項基金繰入金です。 

 ２０款繰越金、予算現額１２億５，４１４万３８４円、収入済額１２億５，４１４万４４５円、

１項繰越金です。 

 ２１款諸収入、予算現額１０億２，９５６万６，１５７円、収入済額８億９，７６５万３，

６１８円、収入未済額８，２００万８，４５７円、１項延滞金、加算金及び過料から６ページ、
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７ページを御覧ください。５項雑入までです。 

 ２２款市債、予算現額２９億５，６００万円、収入済額２９億３００万円、収入未済額２，

８００万円、１項市債です。 

 歳入合計です。予算現額３３５億４１０万６，００１円、収入済額３３３億８，６２０万４，

７９４円、不納欠損額２，４１９万１，５２２円、収入未済額３億８，６７０万３，０３７円と

なりました。 

 ８ページ、９ページを御覧ください。 

 続いて、歳出について御説明いたします。 

 １款議会費、予算現額２億３，４３３万４，０００円、支出済額２億３，０７８万９，

７５４円、１項議会費です。 

 ２款総務費、予算現額４４億４，８６０万４，０００円、支出済額４３億６９７万５，

１８３円、１項総務管理費から６項監査委員費までです。主なものは、庁舎費や電算管理費など

の１項総務管理費３６億８，１３３万３，５７９円です。 

 ３款民生費、予算現額１４２億６，４２１万８，０４０円、支出済額１３５億６，６５３万

９２６円、１項社会福祉費から４項災害救助費までです。主なものは、物価高騰緊急支援給付金

などの１項社会福祉費７４億６，３２８万２７１円です。 

 ４款衛生費、予算現額２６億５，８３７万６，３２０円、支出済額２５億４，３８９万３，

７８９円、１項保健衛生費から３項上水道費までです。主なものは、ごみ収集処理費などの２項

清掃費１３億８，１５４万１，３３６円です。 

 ５款労働費、予算現額２０１万７，０００円、支出済額２００万円、１項労働諸費です。 

 ６款農林水産業費、予算現額１億６，２０７万９，０００円、支出済額１億４，１７１万

９３２円、１項農業費です。 

 ７款商工費、予算現額５億２，４２９万９４２円、支出済額５億５５０万１，６４８円、１項

商工費です。主なものは、清須げんき商品券発行費などです。 

 ８款土木費、予算現額３３億６，０２８万２，６９９円、支出済額３１億１，６０２万７，

１５４円、１項土木管理費から４項都市計画費までです。主なものは、土地区画整理費、鉄道高

架費や公共下水道費などの４項都市計画費２４億２，６４５万５，６９０円です。 

 １０ページ、１１ページを御覧ください。 

 ９款消防費、予算現額１４億２，７７６万３，０００円、支出済額１４億１，０３４万６，
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９５２円、１項消防費です。主なものは、常備・非常備消防費、防災対策費などです。 

 １０款教育費、予算現額４２億７，７６３万１，０００円、支出済額４１億８，５２５万４，

４７４円、１項教育総務費から６項保健体育費までです。主なものは、清洲勤労福祉会館整備費

などの６項保健体育費１６億７，２０８万４，２８９円です。 

 １１款公債費、予算現額２１億１，４５１万円、支出済額２１億１，４５０万９，３７９円、

１項公債費です。 

 １２款予備費、予算現額３，０００万円、支出済額はありません。１項予備費です。 

 歳出合計です。予算現額３３５億４１０万６，００１円、支出済額は３２１億２，３５４万

１９１円となりました。翌年度繰越額は、１億７，２２９万２，４６６円です。 

 最後に、歳入歳出差引残額は、１２億６，２６６万４，６０３円となりました。 

 なお、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、１１億６，９８２万１，

０００円です。 

 認定第１号の説明は、以上でございます。 

議長（成田義之君） 

 日程第１５、認定第２号「令和６年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について」及び日

程第１７、認定第４号「令和６年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について」の２議案

について、市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 石田市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（石田隆君）登壇 ＞ 

市民環境部長（石田隆君） 

 市民環境部長の石田です。 

 はじめに、認定第２号について御説明いたします。 

 それでは、令和６年度清須市歳入歳出決算書の１０３ページを御覧ください。 

 認定第２号 

 令和６年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について 

 令和６年度清須市国民健康保険特別会計決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 
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 １０４ページ、１０５ページを御覧ください。 

 はじめに、歳入について御説明いたします。 

 １款国民健康保険税、予算現額１２億７，２３８万６，０００円、収入済額１２億８，

７２９万６，０２５円、不納欠損額２，２１５万３，３５８円、収入未済額２億７，６２５万４，

９９４円、１項国民健康保険税です。現年度課税分の徴収率は９２．５７％、滞納繰越分の徴収

率は２５．４１％となりました。 

 ２款県支出金、予算現額４２億７，８３９万５，０００円、収入済額３７億８，２１２万５，

９７４円、１項県交付金です。主な内容としましては、普通交付金として被保険者に係る療養給

付費３７億１，６５４万９７４円です。 

 ３款財産収入、予算現額１，０００円、収入済額１円、１項財産運用収入です。 

 ４款繰入金、予算現額６億７，９８３万６，０００円、収入済額６億７，１３５万７１５円、

１項他会計繰入金です。主な内容としましては、職員給与費、保険基盤安定繰入金、出産育児一

時金及びその他繰入金など、一般会計からの繰入金です。 

 ５款繰越金、予算現額８，１９７万３，０００円、収入済額８，１９７万３，２５６円、１項

繰越金です。内容としましては、前年度の繰越金です。 

 ６款諸収入、予算現額７，０００円、収入済額８５９万６，９５２円、１項延滞金、加算金及

び過料と２項雑入です。内容としましては、一般被保険者延滞金、第三者納付金及び返納金です。 

 ７款国庫支出金、予算現額７１９万４，０００円、収入済額７３０万２，０００円、１項国庫

補助金です。内容としましては、社会保障・税番号制度システム整備費等補助金です。 

 歳入合計です。予算現額６３億１，９７９万２，０００円、収入済額５８億３，８６４万４，

９２３円、不納欠損額２，２１５万３，３５８円、収入未済額２億７，６２５万４，９９４円と

なりました。 

 １０６ページ、１０７ページを御覧ください。 

 つぎに、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、予算現額８，０８５万２，０００円、支出済額６，９７１万４，３１７円、１項

総務管理費から３項運営協議会費までです。主な内容としましては、職員人件費、一般管理費及

び運営協議会費でございます。 

 ２款保険給付費、予算現額４２億８，８６７万１，０００円、支出済額３７億５，５８９万２，

４０９円、１項療養諸費から６項傷病手当金までです。主な内容としましては、一般被保険者療
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養給付費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費などでございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、予算現額１８億１，４５０万６，０００円、支出済額１８億

１，４５０万４，８５６円、１項医療給付費から３項介護納付金までです。内容としましては、

一般被保険者医療給付費、後期高齢者支援金及び介護納付金で、国民健康保険事業の運営主体で

ある愛知県に納める事業費納付金でございます。 

 ４款保健事業費、予算現額４，７５８万７，０００円、支出済額３，７６６万７，６１５円、

１項特定健康診査等事業費と２項保健事業費です。内容としましては、特定健康診査等事業費及

び疾病予防費です。 

 ５款基金積立金、予算現額１，０００円、支出済額１円、１項基金積立金です。 

 ６款諸支出金、予算現額６，９１３万９，０４３円、支出済額６，９１３万８，２９９円、

１項償還金及び還付加算金と２項繰出金です。主な内容としましては、一般会計への繰出金です。 

 ７款予備費、予算現額１，９０３万５，９５７円、１項予備費です。 

 歳出合計です。予算現額６３億１，９７９万２，０００円、支出済額５７億４，６９１万７，

４９７円となりました。 

 歳入歳出差引残額です。歳入歳出差引残額は、９，１７２万７，４２６円となりました。 

 認定第２号の御説明は、以上でございます。 

 続きまして、認定第４号について御説明いたします。 

 決算書の１４５ページを御覧ください。 

 認定第４号 

 令和６年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 令和６年度清須市後期高齢者医療特別会計決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 １４６ページ、１４７ページを御覧ください。 

 はじめに、歳入について御説明いたします。 

 １款後期高齢者医療保険料、予算現額１０億１，０２２万４，０００円、収入済額１０億１，

９５２万４，１００円、不納欠損額２６６万２，９００円、収入未済額９１９万８，９００円、

１項後期高齢者医療保険料です。現年度分の徴収率は９９．３５％、滞納繰越分の徴収率は２５．
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４６％となりました。 

 ２款繰入金、予算現額８億９，６４５万５，０００円、収入済額８億９，２４７万２，

９５８円、１項他会計繰入金です。内容としましては、職員給与費、保険基盤安定及び療養給付

費などの繰入金です。 

 ３款繰越金、予算現額１，１８８万８，０００円、収入済額１，１８８万８，３１０円、１項

繰越金です。内容としましては、前年度繰越金でございます。 

 ４款諸収入、予算現額７１万７，０００円、収入済額１００万９，４００円、１項延滞金、加

算金及び過料から３項雑入までです。主な内容としましては、保険料還付金でございます。 

 歳入合計です。予算現額１９億１，９２８万４，０００円、収入済額１９億２，４８９万４，

７６８円、不納欠損額２６６万２，９００円、収入未済額９１９万８，９００円となりました。 

 １４８ページ、１４９ページを御覧ください。 

 つぎに、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、予算現額１，４４１万５，０００円、支出済額６８５万２，１２０円、１項総務

管理費と２項徴収費です。内容としましては、職員人件費及び一般管理費でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額１９億３１５万２，０００円、支出済額１９億

２０８万９，８０７円、１項後期高齢者医療広域連合納付金です。内容としましては、後期高齢

者医療保険料等負担金及び療養給付費負担金などです。 

 ３款諸支出金、予算現額９５万９，５００円、支出済額９５万８，５００円、１項償還金及び

還付加算金と２項繰出金です。内容としましては、保険料還付金などでございます。 

 ４款予備費、予算現額７５万７，５００円、１項予備費です。 

 歳出合計です。予算現額１９億１，９２８万４，０００円、支出済額１９億９９０万４２７円

となりました。 

 歳入歳出差引残高です。歳入歳出差引残高は、１，４９９万４，３４１円となりました。 

 認定第４号の御説明は、以上でございます。 

議長（成田義之君） 

 日程第１６、認定第３号「令和６年度清須市介護保険特別会計決算認定について」、健康福祉

部長より内容の説明を求めます。 

 丹羽健康福祉部長。 

＜ 健康福祉部長（丹羽久登君）登壇 ＞ 
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健康福祉部長（丹羽久登君） 

 健康福祉部長の丹羽です。 

 認定第３号について御説明いたします。 

 決算書の１２３ページを御覧ください。 

 認定第３号 

 令和６年度清須市介護保険特別会計決算認定について 

 令和６年度清須市介護保険特別会計決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、

別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 １２４、１２５ページを御覧ください。 

 はじめに、歳入について御説明いたします。 

 １款介護保険料、予算現額１１億７，２３８万円、収入済額１１億８，６８８万２，８００円、

不納欠損額７９２万９，８００円、収入未済額１，５９１万１，５６３円、１項介護保険料です。 

 ２款使用料及び手数料、予算現額２万円、収入済額６万円、１項手数料です。 

 ３款国庫支出金、予算現額１０億９，５０７万２，０００円、収入済額１０億５，６０８万６，

５８０円、１項国庫負担金と２項国庫補助金です。２項国庫補助金の主なものは、国からの介護

保険事業費補助金、調整交付金、地域支援事業交付金です。 

 ４款支払基金交付金、予算現額１３億６，４７２万６，０００円、収入済額１３億３，

１８１万１，０００円、１項支払基金交付金です。 

 ５款県支出金、予算現額７億５，４８８万６，０００円、収入済額７億２，８４５万１，

５２７円、１項県負担金と２項県補助金です。１項県負担金は県の介護給付費負担金、２項県補

助金は地域支援事業交付金です。 

 ６款財産収入、予算現額１１６万５，０００円、収入済額１１６万９，７８０円、１項財産運

用収入です。介護給付費準備基金の預金利子です。 

 ７款繰入金、予算現額８億８，５２４万３，０００円、収入済額８億８，５２４万３，

０００円、１項他会計繰入金と２項基金繰入金です。 

 ８款繰越金、予算現額８，６５２万円、収入済額８，６５２万９５５円、１項繰越金です。 

 ９款諸収入、予算現額２６万４，０００円、収入済額９１万７，３２３円、１項延滞金、加算
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金及び過料と２項雑入です。 

 歳入合計です。予算現額５３億６，０２７万６，０００円、収入済額５２億７，７１４万２，

９６５円、不納欠損額７９２万９，８００円、収入未済額１，５９１万１，５６３円となりまし

た。 

 続いて、歳出について御説明いたします。 

 １２６、１２７ページを御覧ください。 

 １款総務費、予算現額１億２，１４５万５，０００円、支出済額１億１，４９８万５５５円、

１項総務管理費から４項趣旨普及費までです。 

 ２款保険給付費、予算現額４９億１，８２０万２，０００円、支出済額４７億３，６８０万３，

７０７円、１項介護サービス等費から４項特定入所者介護サービス費までです。主なものは、各

種介護サービスに係る給付費です。 

 ３款地域支援事業費、予算現額２億２，７１０万円、支出済額２億９２４万４，７４３円、

１項介護予防・生活支援サービス事業費から４項その他諸費までです。主なものは、１項介護予

防・生活支援サービス事業費は総合事業による訪問型サービスや通所サービスの事業費、介護予

防ケアマネジメント事業費です。 

 ４款基金積立金、予算現額５，５０２万１，７８０円、支出済額５，５０２万１，７８０円、

１項基金積立金です。 

 ５款諸支出金、予算現額３，７５０万２，０００円、支出済額３，７３７万５，８３３円、

１項償還金及び還付加算金と２項繰出金です。１項償還金及び還付加算金の主なものは、第１号

被保険者保険料還付金と国及び県などの償還金です。 

 ６款予備費、予算現額９９万５，２２０円、支出済額はございません。 

 歳出合計です。予算現額５３億６，０２７万６，０００円、支出済額５１億５，３４２万６，

６１８円となりました。 

 歳入歳出差引残額です。歳入歳出差引残額は、１億２，３７１万６，３４７円となりました。 

 認定第３号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第１８、 認定第５号「令和６年度清須市水道事業決算認定について」及び日程第１９、

認定第６号「令和６年度清須市下水道事業決算認定について」の２議案について、建設部長より

内容の説明を求めます。 
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 長谷川建設部長。 

＜ 建設部長（長谷川久高君）登壇 ＞ 

建設部長（長谷川久高君） 

 建設部長、長谷川です。 

 それでは、認定第５号について説明させていただきます。 

 資料の令和６年度清須市水道事業決算書及び清須市下水道事業決算書の３ページをお開きくだ

さい。 

 認定第５号 

 令和６年度清須市水道事業決算認定について 

 令和６年度清須市水道事業決算について、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別冊

監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ６ページ、７ページを御覧ください。 

 令和６年度清須市水道事業決算報告書です。 

 主な内容を説明します。 

 （１）収益的収入及び支出、収入、第１款水道事業収益、予算額合計２億３，８２０万２，

０００円、決算額２億２，０６９万３，１８９円、第１項営業収益から第３項特別利益までです。 

 支出、第１款水道事業費用、予算額合計２億３，８３６万５，０００円、決算額２億１，

１４５万６，５２０円、第１項営業費用から第４項予備費までです。 

 １枚はねて、８ページ、９ページを御覧ください。 

 （２）資本的収入及び支出、収入、第１款資本的収入、予算額合計８，９６３万６，０００円、

決算額４，１５１万２，３００円、第１項他会計出資金から第４項国庫補助金までです。 

 支出、第１款資本的支出、予算額合計１億６，５４５万８，０００円、決算額１億３７３万７，

２６９円、翌年度繰越額４，９７０万円、第１項水道施設費から第３項その他資本的支出までで

す。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補塡し

ました。 

 １３ページをお願いいたします。 
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 令和６年度清須市水道事業損益計算書について説明いたします。 

 １、営業収益計１億７，７７１万７，０４３円、２、営業費用計１億９，９０８万１，

８１４円、差引き２，１３６万４，７７１円の営業損失となっております。３、営業外収益計２，

５１５万６，６６４円、４、営業外費用計９２万２，７７５円、差引き２，４２３万３，

８８９円に営業損失を合わせた２８６万９，１１８円が経常利益となります。５、特別利益

１３万９，８０６円、６、特別損失１，３５５円、差引き１３万８，４５１円と経常利益を合わ

せた３００万７，５６９円が当年度純利益となりました。 

 認定第５号の説明は、以上となります。 

 続きまして、認定第６号について説明させていただきます。 

 同決算書の４３ページをお願いいたします。 

 認定第６号 

 令和６年度清須市下水道事業決算認定について 

 令和６年度清須市下水道事業決算について、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別

冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ４６、４７ページをお願いいたします。 

 令和６年度清須市下水道事業決算報告書です。 

 主な内容を説明します。 

 （１）収益的収入及び支出、収入、第１款下水道事業収益、予算額合計１６億９，４５０万３，

０００円、決算額１６億４，３９３万５，０３３円、第１項営業収益から第３項特別利益までで

す。 

 支出、第１款下水道事業費用、予算額合計１６億１，５１６万８，０００円、決算額１５億３，

４７７万８，８３４円、第１項営業費用から第４項予備費までです。 

 ４８、４９ページを御覧ください。 

 （２）資本的収入及び支出、収入、第１項資本的収入、予算額合計２６億９０９万６，

０００円、決算額１５億５，９７０万８，７７０円、第１項企業債から第６項固定資産売却代金

までです。 

 支出、第１款資本的支出、予算額合計３１億８，２２３万１，０００円、決算額１８億９，
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１９２万９，７７５円、翌年度繰越額９億５，４４８万６，０００円、第１項下水道施設費から

第３項その他資本的支出までです。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補塡し

ました。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 令和６年度清須市下水道事業損益計算書について説明いたします。 

 １、営業収益計７億１，３９５万７，７３０円、２、営業費用計１３億４，０９８万９，

１０２円、差引き６億２，７０３万１，３７２円が営業損失となります。３、営業外収益計８億

６，０３１万９，１００円、４、営業外費用計１億７，３４０万６，００６円、差引き６億８，

６９１万３，０９４円に営業損失を合わせた５，９８８万１，７２２円が経常利益となります。

５、特別利益計１，１３９万１，１８７円、６、特別損失１万３，１５６円、差引き１，

１３７万８，０３１円と経常利益を合わせた７，１２５万９，７５３円が当年度純利益となりま

した。 

 認定第６号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第２０、議案第３８号「清須市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例案」及び日程第２１、議案第３９号「清須市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例案」について、企画部長より内容の説明を求めます。 

 岩田企画部長。 

＜ 企画部長（岩田喜一君）登壇 ＞ 

企画部長（岩田喜一君） 

 企画部長、岩田です。 

 議案第３８号及び議案第３９号について、続けて御説明します。 

 それでは、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を２画面表示にしていただき、令和７年９月

清須市議会定例会市長提出議案等の１９ページと令和７年９月清須市議会定例会市長提出議案等

説明資料の１７ページを御覧ください。 

 まず議案の１９ページです。 

 議案第３８号 

 清須市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案 



－41－ 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、人事院の国会及び内閣に対する令和６年８月８日付けの公務員人事管

理に関する報告に鑑み、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等の任命権

者への義務付けを行う必要があるからです。 

 ２０ページを御覧ください。 

 清須市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案 

 清須市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 清須市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 改正の内容です。 

 説明資料の１７ページを御覧ください。 

 三つ目の丸の表になります。 

 第１７条の２の改正は、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等の任命

権者への義務付けを追加する規定です。 

 対象職員は、妊娠、出産等についての申出をした職員及び３歳に満たない子を養育する職員で

す。 

 任命権者への義務付けとして、仕事と育児との両立に資する制度又は措置のお知らせ、両立支

援制度等の請求、申告又は申出に係る意向確認、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情

の改善に資する事項に係る意向確認を追加し、規定しています。 

 議案の２１ページにお戻りいただき、下段の附則です。 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 議案第３８号の説明は、以上です。 

 続けて、議案第３９号について御説明します。 

 議案の２３ページを御覧ください。 

 清須市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年９月１日提出 
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 清須市長、永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制

度の拡充等を行う必要があるからです。 

 ２４ページを御覧ください。 

 清須市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 

 清須市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 清須市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 改正の内容については、説明資料の１８ページを御覧ください。 

 三つ目の丸の表です。 

 第２０条から第２０条の５までの改正は、部分休業制度を拡充する規定です。 

 まず常勤及び再任用職員は、１日につき勤務時間の始め又は終わりの２時間を超えない範囲内

となっていた規定が、勤務時間内において２時間を超えない範囲と改正されます。 

 また、１年につき１０日相当、７７時間３０分の範囲内が追加規定され、１年度間においてい

ずれかを選択することができるようになります。 

 つぎに、会計年度任用職員です。 

 １年につき勤務日１日当たりの勤務時間数に１０を乗じて得た時間の範囲内が追加規定されま

す。１年度間において現行の規定といずれかを選択することが、できるようになります。 

 議案の２５ページにお戻りいただき、下段の附則です。 

 第１項は、施行期日です。 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 第２項は、経過措置の規定です。 

 議案第３９号の説明は、以上です。 

 以上で、議案第３８号及び議案第３９号の説明を終わります。 

議長（成田義之君） 

 日程第２２、議案第４０号「清須市税条例の一部を改正する条例案」について、総務部長より

内容の説明を求めます。 

 林総務部長。 

＜ 総務部長（林智雄君）登壇 ＞ 
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総務部長（林智雄君） 

 総務部長、林です。 

 議案第４０号について御説明します。 

 それでは、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を２画面表示のまま、市長提出議案等の

２７ページと市長提出議案等説明資料の１９ページを御覧ください。 

 まず議案等の２７ページです。 

 議案第４０号 

 清須市税条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、地方税法の一部改正に伴い、特定親族特別控除の創設に係る規定の整

備等を行う必要があるからです。 

 ２８ページを御覧ください。 

 清須市税条例の一部を改正する条例案 

 清須市税条例の一部を改正する条例 

 清須市税条例の一部を次のように改正する。 

 それでは、説明資料の１９ページを御覧ください。 

 三つ目の丸は、主な改正内容です。 

 表にありますように個人市民税１点、市たばこ税１点の２点です。 

 １点目の第３４条の２の改正は、個人市民税の特定親族特別控除の創設です。 

 所得割の納税義務者が特定親族を有する場合について、特定親族特別控除として、その者の前

年の総所得金額等から当該特定親族の前年の合計所得金額に応じた控除額を控除するものです。

特定親族は、表の下、米印にあるとおり、所得割の納税義務者と生計を一にする大学生相当の年

齢である１９歳以上２３歳未満の親族等のうち、前年の合計所得金額が５８万円を超え、

１２３万円以下であるものとなります。５８万円超から９５万円までは特定扶養控除と同額の控

除額を創設し、９５万円超から１２３万円までは所得に応じて控除額を低減させる仕組みを新た

に設けるための規定を整備するものです。 
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 ２点目の附則第１６条の２の２の改正は、加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例で

す。 

 加熱式たばこの重量と価格によって紙巻きたばこの本数に換算している課税方式について、重

量のみによって換算する等の見直しを行うものです。 

 議案等の３０ページにお戻りいただきまして、附則です。 

 第１条は、施行期日です。 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、附則第１６条の２の次に１条を加える

改正規定、加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例に係る改正は、令和８年４月１日か

ら施行する。 

 第３条は、市民税に関する経過措置の規定です。 

 次のページの第４条は、市たばこ税に関し、激変緩和措置として令和８年４月１日から同年

９月３０日までの間は、現行の換算本数に０．５を乗じて計算した本数と改正後の換算本数に０．

５を乗じて計算した本数の合計とするものです。 

 議案第４０号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第２３、議案第４１号「清須市高度先端産業立地奨励条例の一部を改正する条例案」につ

いて、市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 石田市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（石田隆君）登壇 ＞ 

市民環境部長（石田隆君） 

 市民環境部長の石田です。 

 議案第４１号について御説明いたします。 

 市長提出議案等の３３ページを御覧ください。 

 議案第４１号 

 清須市高度先端産業立地奨励条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 提案理由です。 
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 この案を提出するのは、中小企業者に対する奨励措置に係る条例を緩和するため必要があるか

らです。 

 １枚跳ねていただきまして、３４ページを御覧ください。 

 清須市高度先端産業立地奨励条例の一部を改正する条例案 

 清須市高度先端産業立地奨励条例の一部を改正する条例 

 清須市高度先端産業立地奨励条例の一部を次のように改正する。 

 まず清須市高度先端産業立地奨励条例の概要について、簡単に御説明いたします。 

 清須市内において高度先端産業の工場等を新設又は増築する中小企業者に対し奨励金を交付す

ることで、市内への工場等の立地の促進及び雇用の拡大を図り、市の産業構造の高度化及び地域

の活性化を図ることを目的に、愛知県の２１世紀高度先端産業立地補助金に協調し、実施してい

る制度となります。 

 それでは、説明資料の２０ページを御覧ください。 

 改正内容について御説明いたします。 

 上から三つ目の丸印を御覧ください。 

 ただいま御説明させていただいたとおり、清須市高度先端産業立地奨励条例については、県の

２１世紀高度先端産業立地補助金に協調した制度となります。今回、県の制度が緩和されること

に伴い、これに同調し、本市の制度も緩和するため条例の一部を改正するものです。 

 具体な内容につきましては、（１）としまして、これまで１事業者当たり１回までとしていた

回数制限を撤廃するとともに、（２）としまして、これまで工場等の新設又は増設に伴い、新た

に常用雇用者数を５人以上雇用することとしていたことを新設又は増設に係る工場等の常用雇用

者を５人以上増加するという緩和でございます。 

 市長提出議案等の３４ページに戻っていただきますと、ただいまの内容について、中段辺りに

なりますが、清須市高度先端産業立地奨励条例第４条第１項中のただし書を削るとともに、下段

になりますが、別表第２中の「新規常用雇用者数」を「常用雇用者数」に改め、「５人以上」の

次に「増加すること。」を加えるものです。 

 その他の条項は、今回の一部改正に伴い、文面等を整理するものでございます。 

 最後に、附則です。 

 この条例は、公布の日から施行するものです。 

 議案第４１号についての御説明は、以上でございます。 
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議長（成田義之君） 

 日程第２４、議案第４２号「清須市道路占用料条例の一部を改正する条例案」、日程第２５、

議案第４３号「清須市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案」及

び日程第２６、議案第４４号「損害賠償の額を定め、和解することについて」の３議案について、

建設部長より内容の説明を求めます。 

 長谷川建設部長。 

＜ 建設部長（長谷川久高君）登壇 ＞ 

建設部長（長谷川久高君） 

 建設部長、長谷川です。 

 それでは、まず議案第４２号について説明させていただきます。 

 市長提出議案等の３５ページ、説明資料は２１ページを御覧ください。 

 議案第４２号 

 清須市道路占用料条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、愛知県の道路占用料の額の改定に鑑み、道路占用料の額を改定するた

め必要があるからです。 

 市長提出議案等は、３６ページを御覧ください。 

 清須市道路占用料条例の一部を改正する条例案 

 清須市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 清須市道路占用料条例の一部を次のように改正する。 

 主な改正内容について説明いたします。 

 本市の道路占用料は、愛知県の道路占用料の額を鑑みて設定しています。 

 愛知県の道路占用料は、固定資産税評価額の改定に合わせ、３年ごとに見直しを行っており、

今回、愛知県道路占用料条例の一部改正が行われたことを受け、第２条関係の別表の占用料を改

定するものです。３７ページまでが、占用物件の種類ごとの占用料となります。 

 つぎに、附則です。 



－47－ 

 第１項として、この条例は、令和８年４月１日から施行いたします。 

 第２項として、清須市都市公園条例の一部を改正し、都市公園使用料を、また、次ページ、第

３項として、清須市公共用物の管理に関する条例の一部を改正し、公共用物の使用料も同様に改

正するものです。 

 議案第４２号の説明は、以上です。 

 引き続き議案第４３号について説明いたします。 

 市長提出議案等は３９ページ、説明資料は２２ページを御覧ください。 

 議案第４３号 

 清須市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、部分休業の定義を整理するため必要があるからです。 

 市長提出議案等は、４０ページを御覧ください。 

 清須市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案 

 清須市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 清須市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。 

 改正内容について説明いたします。 

 先に議案第３９号で説明のありました清須市職員の育児休業等に関する条例の改正に合わせ、

企業職員の育児休業等に係る規定を整備するもので、第１９条第２項中、現行の「１日の勤務時

間の一部」を「１日の勤務時間の全部又は一部」に、また、「２時間を超えない範囲内の時間に

限る。」を「２時間を超えない範囲内又は１年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の

時間に限る。」と改定するものです。 

 附則です。 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 議案第４３号の説明は、以上です。 

 続きまして、議案第４４号について説明いたします。 

 市長提出議案等の４１ページ、説明資料は２３ページを御覧ください。 
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 議案第４４号 

 損害賠償の額を定め、和解することについて 

 下記のとおり損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法第９６条第１項第

１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求める。 

 １、相手方につきましては、資料記載のとおりとなります。 

 ２、事件概要です。 

 令和４年６月２３日に清須市朝日貝塚９２番地先の水路において、蓋掛けをしておらず、かつ、

転落防止柵が欠損している部分に相手方が転落し、相手方に歯の損傷等を生じさせるとともに物

的損害を与えた。 

 ３、和解概要 

 別記参照、後ほど説明させていただきます。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 市長提出議案等は、４２ページを御覧ください。 

 主な和解概要を説明します。 

 相手方と清須市において、本件事故に関し、次のとおり示談しました。 

 １、本件事故の損害賠償金は、３２５万７，２５９円である。 

 ２、清須市は、損害賠償金を令和７年１０月３１日までに支払う。 

 ３、本件事故に関して示談条項以外に何らの債権債務はないことを確認し、何らの請求もしな

い。 

 議案第４４号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第２７、議案第４５号「令和７年度清須市一般会計補正予算（第２号）案」について、総

務部長より内容の説明を求めます。 

 林総務部長。 

＜ 総務部長（林智雄君）登壇 ＞ 

総務部長（林智雄君） 

 総務部長、林です。 

 議案第４５号について御説明します。 
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 それでは、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を１画面表示にしていただき、令和７年度一

般会計特別会計補正予算書及び説明書の１ページを御覧ください。 

 議案第４５号 

 令和７年度清須市一般会計補正予算（第２号） 

 令和７年度清須市の一般会計補正予算（第２号）号は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正です。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億１，８３７万１，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３６１億２，８６９万５，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条は、債務負担行為の補正です。 

 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ２ページを御覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。 

 まず歳入です。 

 １０款地方特例交付金、補正額３２万６，０００円の増額、１項地方特例交付金です。住宅ロ

ーン減税と定額減税の減収補塡分の額の決定に伴う増額です。 

 １１款地方交付税、補正額６億２，４９７万１，０００円の増額、１項地方交付税です。普通

交付税の額の決定に伴う増額です。 

 １３款分担金及び負担金、補正額２３０万円の減額、１項負担金です。本年度１０月からの愛

知県の第二子保育料無料化等事業の実施による保育料軽減の対象増加に伴う減額です。 

 １５款国庫支出金、補正額２，８９６万３，０００円の増額、２項国庫補助金と３項国庫委託

金です。主なものは、国の予備費使用により追加交付されたことに伴う物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金２，２７３万８，０００円の増額は、学校給食費等臨時給付金費及び学校給食

センター運営費のうち、５月から７月に実施した給食費無償化分及び給食費引上げに伴う公費負

担分に充当するものです。 

 このほか、歳出事業に連動した下水道防災事業費補助金４９０万円の新規計上です。 
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 １６款県支出金、補正額５６４万２，０００円の増額、２項県補助金です。先ほど１３款１項

負担金で説明した愛知県の第二子保育料無料化等事業の実施により、第三子保育料無料化等事業

が再編されたことに伴う第三子保育料無料化等事業費補助金１９６万５，０００円の減額と第二

子保育料無料化等事業費補助金４８０万７，０００円の新規計上のほか、歳出事業に連動した保

育所等給食費軽減対策支援金２８０万円の新規計上です。 

 １８款寄附金、補正額３０万円の増額、１項寄附金です。社会福祉事業への指定寄附１０万円

の増額のほか、市制２０周年事業への指定寄附２０万円の新規計上です。 

 １９款繰入金、補正額１１億９３５万２，０００円の減額、１項特別会計繰入金と２項基金繰

入金です。１項特別会計繰入金１億２，２２９万７，０００円の増額は、各特別会計の前年度決

算確定に伴う精算金の繰入れです。２項基金繰入金は、今までに予定した財政調整基金の繰入を

取りやめる財政調整基金繰入金１２億３，１６４万９，０００円の減額です。本補正後の財政調

整基金の現在高は、２４億１，９９７万５，０００円となります。 

 ２０款繰越金、補正額９億６，９８２万１，０００円の増額、１項繰越金です。 

 ３ページを御覧ください。 

 歳出です。 

 ２款総務費、補正額３億１，２６７万１，０００円の増額、１項総務管理費と３項戸籍住民基

本台帳費です。主なものは、１項総務管理費のうち、今後の財政需要を考慮し、減債基金、子ど

も育み施設基金、義務教育施設整備基金への積立て及び歳入で説明しました指定寄附金を福祉基

金への積立てを行う基金管理費３億１，１３４万６，０００円の増額です。 

 ３款民生費、補正額１億５，９２６万１，０００円の増額、１項社会福祉費から３項生活保護

費までです。主なものは、２項児童福祉費のうち、歳入で説明しました保育所等給食費軽減対策

支援金を財源として、令和７年７月から９月分の市内民間保育所等の給食を支援することに伴う

保育所等給食費軽減対策支援金４２０万円の新規計上です。 

 ４款衛生費、補正額８３６万３，０００円の増額、１項保健衛生費です。 

 ８款土木費、補正額９８０万円の増額、４項都市計画費です。歳入で説明しました下水道防災

事業費補助金を財源として、令和７年１月に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因し

た道路陥没事故を受け、平成６年度以前に設置された内径２メートル以上の都市下水路の点検実

施に伴う都市下水路点検費の新規計上です。 

 １０款教育費、補正額２，８２７万６，０００の増額、１項教育総務費、２項小学校費及び
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６項保健体育費です。主なものは、１項教育総務費のうち、令和８年４月から放課後子ども教室

の対象を小学校６年生まで拡充するため不足する備品等の購入及び増設する部屋の空調設置など

に係る設計に伴う各小学校放課後子ども教室費６４８万２，０００円の増額のほか、小・中学校

の児童・生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、小・中学校の修学旅行に係る費用の一部

を助成することに伴う修学旅行支援費１，７５６万８，０００円の新規計上です。 

 ４ページを御覧ください。 

 第２表、債務負担行為補正です。 

 表にあります２事業の追加です。 

 上から西枇杷島庁舎等解体事業です。西枇杷島庁舎等の解体工事などを行います。期間は契約

を締結する令和７年度から令和９年度まで、限度額、支出予定額は令和７年度に契約を予定して

おり、令和８年度は１１億８，３８９万２，０００円、令和９年度は２０億９，９２１万９，

０００円で、合計３２億８，３１１万１，０００円です。 

 つぎに、新保健センター整備事業です。 

 新保健センターの整備工事を行います。期間は契約を締結する令和７年度から令和８年度まで、

限度額、支出予定額は令和７年度に契約を予定しており、令和８年度は１４億６，１３０万８，

０００円です。 

 議案第４５号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 ここで、皆さんにお諮りしたいと思いますが、今１２時を過ぎましたけども、このまま議会を

続けたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 御異議なければ、賛同していただければ続けたいと思います。よろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 ありがとうございます。 

 日程第２８、議案第４６号「令和７年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案」

及び日程第３０、議案第４８号「令和７年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

案」の２議案について、市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 石田市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（石田隆君）登壇 ＞ 
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市民環境部長（石田隆君） 

 市民環境部長の石田です。 

 はじめに、議案第４６号について御説明いたします。 

 令和７年度一般会計特別会計補正予算書及び説明書の２１ページを御覧ください。 

 議案第４６号 

 令和７年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 令和７年度清須市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，８４４万６，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億３，６０７万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ２２ページを御覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。 

 はじめに、歳入について御説明いたします。 

 ４款繰入金、補正額２，０４１万６，０００円の増額、１項他会計繰入金です。 

 ５款繰越金、補正額７，１７２万７，０００円の増額、１項繰越金です。令和６年度国民健康

保険特別会計の精算に伴う繰越金です。 

 ７款国庫支出金、補正額６３０万３，０００円の増額、１項国庫補助金です。令和８年度から

賦課・徴収されます子ども・子育て支援金のシステム改修における国からの補助金で、財源

１０分の１０でございます。 

 ２３ページを御覧ください。 

 つぎに、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、補正額６０３万３，０００円の増額、１項総務管理費で、ただいま歳入で御説明

いたしました子ども・子育て支援金におけるシステム改修費でございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、補正額２，０４１万６，０００円の増額、１項医療給付費か

ら３項介護納付金までです。県事業費納付金本算定に基づき、医療給付金、後期高齢者支援金及
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び介護納付金を精査し、令和７年度県事業費納付金を増減額するものでございます。 

 ６款諸支出金、補正額７，１７２万７，０００円の増額、２項繰出金です。令和６年度国民健

康保険特別会計の精算に伴う一般会計への繰出金です。 

 議案第４６号の御説明は、以上でございます。 

 続きまして、議案第４８号について御説明いたします。 

 補正予算書及び説明書の４５ページを御覧ください。 

 議案第４８号 

 令和７年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 令和７年度清須市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２５１万２，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億２，９６２万３，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ４６ページを御覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。 

 はじめに、歳入について御説明いたします。 

 ３款繰越金、補正額１，４９９万４，０００円の増額、１項繰越金です。令和６年度後期高齢

者医療特別会計の精算に伴う繰越金です。 

 ４款諸収入、補正額７５１万８，０００円の増額、３項雑入です。過年度療養給付費負担金精

算金の新規計上でございます。 

 ４７ページを御覧ください。 

 つぎに、歳出について御説明いたします。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、補正額５０２万９，０００の増額、１項後期高齢者広域

連合納付金です。令和６年度後期高齢者医療保険料等負担金の精算及び事務費負担金確定に伴う

後期高齢者医療広域連合への負担金の増額でございます。 

 ３款諸支出金、補正額１，７４８万３，０００円の増額、２項繰出金です。令和６年度後期高
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齢者医療特別会計の精算に伴い、一般会計への繰出金でございます。 

 議案第４８号の御説明は、以上でございます。 

議長（成田義之君） 

 日程第２９、議案第４７号「令和７年度清須市介護保険特別会計補正予算（第１号）案」につ

いて、健康福祉部長より内容の説明を求めます。 

 丹羽健康福祉部長。 

＜ 健康福祉部長（丹羽久登君）登壇 ＞ 

健康福祉部長（丹羽久登君） 

 健康福祉部長の丹羽です。 

 議案第４７号について説明いたします。 

 補正予算書の３３ページを御覧ください。 

 議案第４７号 

 令和７年度清須市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 令和７年度清須市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正です。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，３７１万５，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億２，９７８万８，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ３４ページを御覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。 

 まず歳入を御説明いたします。 

 ８款繰越金、補正額１億２，３７１万５，０００円の増額、１項繰越金です。 

 ３５ページを御覧ください。 

 歳出を御説明いたします。 

 ４款基金積立金、補正額６，７００万１，０００円の増額、１項基金積立金です。精算による

介護給付費準備基金積立金です。 
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 ５款諸支出金、補正額５，６７１万４，０００円の増額、１項償還金及び還付加算金と２項繰

出金です。第１項は、精算に伴う国庫・県支出金の返還金です。 

 議案第４７号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第３１、議案第４９号「令和７年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）案」につい

て、建設部長より内容の説明を求めます。 

 長谷川建設部長。 

＜ 建設部長（長谷川久高君）登壇 ＞ 

建設部長（長谷川久高君） 

 建設部長、長谷川です。 

 それでは、議案第４９号について説明いたします。 

 資料、令和７年度下水道事業会計補正予算書及び説明書を御用意ください。 

 まず１ページを御覧ください。 

 議案第４９号 

 令和７年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 第１条は、総則です。 

 令和７年度清須市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第２条は、収益的収入及び支出です。 

 令和７年度清須市下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。 

 収入です。 

 第１款下水道事業収益、既決予定額１７億３，１３２万円、補正予定額として２２５万円を増

額し、計１７億３，３５７万円。 

 第２項営業外収益、既決予定額９億７７０万１，０００円、補正予定額として２２５万円を増

額し、計９億９９５万１，０００円。 

 支出です。 

 第１款下水道事業費用、既決予定額１６億７，９０５万８，０００円、補正予定額として

４５０万円を増額し、計１６億８，３５５万８，０００円。 

 第１項営業費用、既決予定額１５億１，２２５万３，０００円、補正予定額として４５０万円
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を増額し、計１５億１，６７５万３，０００円。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ２ページを御覧ください。 

 令和７年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画です。 

 収益的収入及び支出 

 収入です。 

 第１款下水道事業収益、第２項営業外収益、第３目補助金、補正予定額２２５万円の増額。 

 続きまして、支出です。 

 第１款下水道事業費用、第１項営業費用、第１目管渠（きょ）費、補正予算額４５０万円の増

額。補正の理由です。下水道管路の破損に起因する道路陥没を未然に防ぐため、埋設後、一定期

間経過した管渠（きょ）の調査を補助金を用いて緊急的に実施するためのものです。 

 議案第４９号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第３２、報告第７号「令和６年度清須市決算の健全化判断比率等について」、総務部長よ

り内容の説明を求めます。 

 林総務部長。 

＜ 総務部長（林智雄君）登壇 ＞ 

総務部長（林智雄君） 

 総務部長、林です。 

 報告第７号について御説明します。 

 それでは、設定を１画面表示のまま、令和７年９月清須市議会定例会市長提出議案等の４３ペ

ージを御覧ください。 

 報告第７号 

 令和６年度清須市決算の健全化判断比率等について 

 令和６年度清須市決算の健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、別冊監査委員の意見を付けて、

議会に報告する。 

 令和７年９月１日提出 
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 清須市長、永田純夫 

 ４４ページを御覧ください。 

 上段の１は、令和６年度清須市決算の健全化判断比率です。 

 表を御覧ください。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は共に赤字が生じていないため、それぞれ比率は算出され

ませんでした。 

 実質公債費比率は２．３％で、下水道事業会計の元利償還金に対する繰出金、一部事務組合が

起こした地方債の元利償還金に対する負担金の増加による分子の増加があったものの、普通交付

税の増加に伴う標準財政規模の増加などにより、分子と同等の分母の増加があったことにより、

前年度と同数値となりました。 

 将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため、比率は算出されませんでした。 

 健全化判断比率は、それぞれ早期健全化基準を大幅に下回っています。 

 下段の２は、令和６年度清須市決算の資金不足比率です。 

 表を御覧ください。 

 水道事業会計及び下水道事業会計は共に資金不足を生じていないため、それぞれ比率は算出さ

れませんでした。資金不足比率は、水道事業会計及び下水道事業会計共に経営健全化基準を大幅

に下回っています。 

 報告第７号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第３３、報告第８号「専決処分した事件（損害賠償の額を定め、和解すること）の報告に

ついて」、建設部長より内容の説明を求めます。 

 長谷川建設部長。 

＜ 建設部長（長谷川久高君）登壇 ＞ 

建設部長（長谷川久高君） 

 建設部長、長谷川です。 

 報告第８号について説明いたします。 

 市長提出議案等の４５ページをお願いいたします。 

 報告第８号 

 専決処分した事件の報告について 
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 地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分した事件について、同条第２項の規定に

より、議会に報告する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ４６ページを御覧ください。 

 損害賠償の額を定め、和解することについて、建設部所管分です。 

 ナンバー１、専決処分年月日、令和７年６月１３日。発生年月日、令和６年１１月６日。相手

方の住所及び氏名につきましては記載のとおりでございまして、損害賠償の額は９万１，

０８０円です。事件概要は、清須市清洲田中町５３番地先の道路において、右折のために停車し

ていた相手方の自動車を市職員が公用車にて通過しようとしたところ、相手方の自動車のサイド

ミラーに接触し、相手方に物的損害を与えたもので、保険で対応しております。 

 つぎに、ナンバー２、専決処分年月日、令和７年７月８日。発生年月日、令和７年５月１４日。

相手方の住所及び氏名につきましては記載のとおりでございまして、損害賠償の額は２８万５，

６００円です。事件概要は、清須市春日立作１番地の店舗駐車場において、市職員が公用車にて

駐車場からバックで出庫しようとしたところ、後方に停車していた相手方の自動車の後部側面に

衝突し、相手方に物的損害を与えたもので、保険で対応しております。 

 報告第８号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第３４、報告第９号「専決処分した事件（損害賠償の額を定め、和解すること）の報告に

ついて」、教育部長より内容の説明を求めます。 

 石黒教育部長。 

＜ 教育部長（石黒直人君）登壇 ＞ 

教育部長（石黒直人君） 

 教育部長、石黒でございます。 

 私からは、報告第９号について御説明させていただきます。 

 市長提出議案等の４７ページと説明資料の３３ページを御覧ください。 

 報告第９号 

 専決処分した事件の報告について 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分した事件について、同条第２項の規定に
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より、議会に報告する。 

 令和７年９月１日提出 

 清須市長、永田純夫 

 提出議案等の４８ページを御覧ください。 

 損害賠償の額を定め、和解することについて、教育部所管分です。 

 専決処分年月日、令和７年５月２２日。発生年月日、令和７年４月２９日。相手方の住所及び

氏名につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は、５万３，４６０円です。事

件概要は、名古屋市中村区八社二丁目１７番１号のコインパーキングにおいて、清須市立西枇杷

島中学校教諭が公用車にて駐車しようとしたところ、後方に駐車してあった相手方の自動車に衝

突し、相手方に物的損害を与えたもので、保険で対応しております。 

 報告第９号の御説明は、以上でございます。 

議長（成田義之君） 

 日程第３５、発議第５号につきましては、本日は提案理由及び内容の説明を受けるのみで散会

し、建設文教常任委員会に審査を付託したいと思います。 

 このような進め方でございますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま申し上げました方法で行うことに決定いたします。 

 日程第３５、発議第５号「定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及

び拡充を求める意見書（案）」を議題といたします。 

 提出者であります浅井議員より提案理由及びその内容の説明を求めます。 

 説明は、発言席でお願いをいたします。 

 浅井議員。 

＜ １９番議員（浅井泰三君）登壇 ＞ 

１９番議員（浅井泰三君） 

 議席１９番、浅井泰三でございます。 

 発議第５号の意見事案の内容について説明させていただきます。 

 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書（案） 
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 このことについて、別紙のとおり意見書を提出するものとする。 

 令和７年９月１日提出 

 提出者、清須市議会議員、浅井泰三 

 賛成者、清須市議会議員、伊藤嘉起、加藤光則、小﨑進一、冨田雄二、土本千亜紀、齊藤紗綾

香、浅妻奈々子 

 １枚はねていただいて、意見書（案）を朗読し、提案理由の説明とさせていただきます。 

 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書（案） 

 未来を担う子どもたちが夢や希望を持ち、健やかに成長していくことは、全ての国民の切なる

願いである。しかし、学校現場では子どもたちの健全育成に向けて、日々真摯に教育活動に取り

組んでいるものの、いじめや不登校など子どもたちを取り巻く教育課題は依然として解決されて

いない。また、特別な支援や日本語教育を必要とする子ども多く、一人一人に応じた適切な支援

を行うための十分な時間が確保できないなどの課題にも直面している。本年度は、政府予算にお

いて小学校における高学年の教科担任制の拡充や中学校における生徒指導担任教師の配置拡充な

どのための教職員定数改善が盛り込まれた。しかし、中学校における少人数学級の推進について

は、中学校３５人学級の定数改善に向けた具体的な方針が示されたものの、教職員定数改善計画

は示されておらず、子どもたちの健やかな成長を支えるための施策としては不十分なものである

と言わざるを得ない。少人数学級は、地域・保護者からも一人一人の子どもにきめ細やかな対応

ができるという声が多く聞かれる。山積する課題に対応し、全ての子どもたちに行き届いた教育

を行うためにも、少人数学級の更なる拡充を含めた定数改善計画の早期策定・実施が不可欠であ

る。 

 また、子どもたちが全国どこに住んでいても均等に一定水準の教育を受けられることが、憲法

上の要請である。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は２分の

１から３分の１に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されている。教育の機会均等

と水準確保のために、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国庫負担率を２分の１へ復元する

ことは、国が果たさなければならない大きな責務の一つである。 

 よって、貴職においては、来年度の政府予算編成に当たり、定数改善計画の早期策定・実施と

義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率２分の１の復元に向けて十分な教育予算を

確保されるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 



－61－ 

 令和７年○月○日 

 清須市議会 

 内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣宛 

 以上でございます。 

 議員各位におかれましては、慎重に御審議の上、発議第５号につきましては、御賛同いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上で、説明を終わります。 

議長（成田義之君） 

 以上で、本日の会議日程は、全て終了いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。 

 なお、次回の本会議は、９月３日水曜日午前９時３０分から再開いたします。 

 早朝より御苦労さまでした。 

 

（ 時に午後０時２６分 散会 ） 

 


